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今なお絶えない部落差別
～大事な人権尊重、差別排除の啓発～

職業安定行政職員として地方職業指導官・地方職業安定監察官・公共職業安定所長等を歴
任し、労働省、熊本県、各人権啓発団体等の研修、学習、協議に参加して自己啓発に努め、同
和対策、就職差別の排除、女性差別、セクハラ、パワハラ他、人権全般の研修、心身障害者対策、
適正採用選考等の行政実務を企画推進し、退官後NEC九州日本電気株式会社総務部、ルネ
サスセミコンダクタ九州・山口株式会社人権啓発推進委員会副委員長業務を通じて、あらゆ
る差別の排除をはじめ、人権問題全般の啓発課題に取り組み、県内外の企業・団体・行政・
教育とその関係組織等の人権問題の学習、啓発、研修に携わり現在に至る。

部落差別の起源は諸説ありますが、封建社会が確立されていく過程の中で、幕藩体制の強化・維持を目
的として、当時の社会の中にあった偏見を利用して、政治的・人為的に作られた身分制度に由来している
と言われています。
1871年（明治4年）8月28日解放令が発せられ「一般民籍に編入し身分・職業とも全て平民同様た
るべきこと」（明治のはじめ日本人の人口約3009万人のうち士族6．4％平民91．8％）としながら新平
民（1．73％）と区分し、1872年（明治5年（旧暦：明治5年12月3日を新暦明治6年1月1日に切り
替え））につくられた本格的戸籍に表記され、1968年（昭和43年）戸籍の閲覧が禁止されるまで部落差
別に利用されてきました。
全く同じ日本人の中に被差別者を作った歴史を引きずり、今も差別が残っていることは不思議で不可解
な事です。平成14年同和対策特別措置法は終わったのに、差別は消えず平成28年部落差別の解消の推
進に関する法律が施行され現在に至っています。根深い差別心、因習などを解消するため、啓発はまだま
だ強く推進しなくてはなりません。「私は被差別部落に生まれました。父も母も兄弟たちもです。でも皆さ
ん、それがいったいどうだというのでしょう。私たちは皆さんと同じく人間です。どうして私たちが区別され
差別を受けなければならないのですか。そこに生まれたと言うだけで、差別を受ける私たちの悔しさや悲
しさをわかってください。」と、ある方の悲痛な訴えがいつも心に刻まれています。
同和問題の同和という言葉は、昭和天皇即位の際の詔勅にある「人心惟レ同シク民風惟レ和シ」から生
まれ、家柄、血筋あるいは社会的身分の別なく、国民は等しく、慈しみあわねばならないという発想に基づ
くものといわれています。融和すべきなのに差別する人と差別される人がいるのが問題であり、人が作っ
た差別なので人の力で解消されることを願っています。
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会員の皆様より、社会貢献活動や人権啓発への取り組みについてお話いただきます。

リバテープ製薬株式会社 熊本市小学校長会（楠小学校校長）
橋爪　淳　代表取締役社長 
（令和４年度(2022年度) 理事）

リバテープ製薬株式会社は、昭和３１年に国内初となる家
庭用救急絆創膏「リバテープ」を製造販売いたしました。現
在では、多岐にわたる製品開発にも力を注ぎ、医療機関向
けテープや消毒剤をはじめ、スキンケア製品など、医療・美
容の分野にも事業を拡大しております。このコロナ禍におき
ましては、手指消毒用アルコールやワクチン接種用注射絆
の需要が高まり、２４時間・休日稼働で増産を実施したこと
で、製薬メ ーカーとしての供給責任を果たし、社会貢献が出
来たのではないかと思っております。
当社はこの度、熊本県SDGs事業者として認定登録され

ました。重点活動推進事項のひとつとして、女性社員が働き
やすい環境作りを挙げております。仕事と子育ての両立を図
り、すべての従業員がその能力を十分に発揮するために、女
性が活躍できる環境整備を推進しております。特に妊娠・出
産後の復職時における支援制度とサポート体制促進は以
前より取り組んでおり、産休・育休後の職場復帰率100%に
ついては今後も継続できるよう更に充実を図っていきたいと
思っております。  
また、災害時などに当社製品が地域の皆様に安心してご
使用いただけるように、国のサプライチェーン事業計画のも
と2023年4月稼働を目指して新工場を建設しており、消毒剤
や医療用大型絆創膏の製造ラインを強化する予定です。 今
後も健やかな生活のお役に立てる「ものづくり」に全力を尽く
し、熊本からすべてのお客様に確かな品質と安心・安全な
製品をお届けしてまいります。

長尾　秀樹　会長
（令和４年度(2022年度) 理事）

教育基本法には、教育の目的が次のように定義されてい
ます。「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家
及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健
康な国民の育成を期して行わなければならない。」 
このように学校教育は、人格の完成を目指して行われるも
のであり、人権教育の充実は必要不可欠なものです。しか
し、現在、子どもを取り巻く状況は、いじめや暴力・虐待・情報
化の進展に伴う人権侵害、生命・身体の安全に関わる事態
が懸念されています。 
このような中で、本市の人権教育は、「自分の大切さととも
に他の人の大切さを認めることができるようになり、それが具
体的な態度や行動に現れるようにすること」を目標とし、学校
では、命を大切にする心の教育の充実（道徳教育の充実）
や同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国
人、水俣病、ハンセン病、原爆被爆者など様 な々人権問題に
ついて学んでいます。 
本校でも、“くすのき人権宣言”【こまっている友だちがいた

ら、声をかけます。】【ていねいな言葉、やさしい言葉で話しま
す。】【おたがいのちがいをみとめます。】【友だちのいいとこ
ろをたくさん見つけます。】がずっと以前から校内で守り継が
れており、毎月の全校集会でもこの宣言に基づくお話があり
ます。 
しかし、学校だけでは人権教育を充実・深化させることは
出来ません。「三つ子の魂百まで」と言われるように、子ども
の心の受け皿として就学前までに育てておくべきこともあり
ます。我が子を認め・褒め・励まし・伸ばしながら、人に助け
てもらったらありがたいと感じたり、自分がされて嫌なことは
人にしなかったり、人の優しさを感じたり、心の痛みを分かっ
たりすることなど家庭で育てておくべきこともあります。また、
家庭だけでなく、地域でもいけないことをすれば注意を受け
たり、逆にお年寄りを手伝い喜んでもらったり、年代を超えて
協力することを学んだりなど地域が果たすことが出来る役割
もあります。 
このように、人権教育の真の充実のためには、学校教育
はもちろんのこと、社会全体を通じてぞれぞれの年代や立場
で役割を担いながら、子どもの人権感覚を醸成していくこと
こそが、真に求められるのではないでしょうか。

ラブミンだよりについてご意見・ご感想等ございましたら、下記までご連絡ください。

（漫画：圓山道子さん）

人権擁護委員に委嘱された方々です

人権擁護委員（熊本市定員41名）は、法務大臣から委嘱され、地域
のみなさまからの人権相談の対応や人権についての啓発活動を行い
ます。10月1日付で新たに下記の方々に委嘱されました。（敬称略）

谷口美樹、西本典子、滝本恵子、高畠敦子、今村二重

津地尚文、民長博美、藥師寺孝、福永俊一

水俣研修

水俣病について歴史的事実を正しく学び、当時を追体験することに
より、さらに理解を深め、人権感覚を養うことを目的のため、令和4年
11月30日（水）、水俣病現地研修会（バスツアー）を実施し、水俣病資
料館や資料館周辺にある水俣病慰霊碑等を訪問しました。


